
 
 

シンポジウム 

｢治療と仕事の両立支援｣ 

報告書 
～病気になっても働き続けられる職場づくりを目指して～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

(総合司会：永田 重人 連合北海道 組織対策局長) 

 

18:00     開会・主催者挨拶 (杉山 元 連合北海道会長） 

 

18:10～18:50 基調講演「腫瘍内科医からみた治療と仕事の両立支援」 

講 師／杉山 絢子 帯広協会病院 腫瘍内科医（主任部長） 

一般社団法人 CAN net 代表理事 

 

 

 

18:55～19:55 パネルディスカッション 
      ◇１巡目＜現状＞長期治療を要する労働者(患者)の実態や現状の支援体制 

       ◇２巡目＜課題＞長期治療を要する労働者(患者)に対する職場の課題 

       ◇３巡目＜展望＞労働者(患者)が働き続けられる職場づくりを目指し今後

必要な制度や職場環境における体制に向けて 

 
コーディネーター／杉山 絢子 帯広協会病院 腫瘍内科医（主任部長） 

一般社団法人 CAN net 代表理事 

    パネラー    ／十倉 正直 厚生労働省北海道労働局 労働基準部健康課長 

桜井 美希 北海道ガス株式会社 総務人事部副課長 

萩原 光典 ＮＴＴ労働組合北海道総支部 執行委員長 

 
 

20:00     まとめ・閉会 (和田 英浩 連合北海道副事務局長

プログラム 

第Ⅰ部 基調講演 

第Ⅱ部 パネルディスカッション 
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【主催者あいさつ】 

 
「誰もが安心して働き続けられる社会を目指して 

～治療と仕事の両立支援の重要性～」 
 
 

                   日本労働組合総連合会北海道連合会 

会 長  杉山   元 

 

本日は、このように多くの皆さんに「治療と仕

事の両立支援シンポジウム」にご参加いただきあ

りがとうございます。また、司会の方からもあり

ましたが、本日のシンポジウムの開催にあたり北

海道労働局さまをはじめ行政・経済団体、マスコ

ミ、福祉団体など、多くの皆さまに後援をいただ

きありがとうございます。そして大変お忙しい

中、講師並びにパネルディスカッションのコーデ

ィネーターをお引き受けいただきました帯広協

会病院・腫瘍内科医・主任部長であります杉山絢

子先生、更に講演後のパネルディスカッションの

パネラーとして、北海道労働局労働基準部・健康

課長十倉さま、北海道ガス株式会社・総務人事部

副課長桜井さま、NTT 労働組合北海道総支部・執

行委員長萩原さまにお越しいただきました。ご協力ありがとうございます。 

さて、皆さんは、今日のテーマであります「治療と仕事の両立支援」とは、どんな社会を目指す

のかご存じでしょうか。この論議を始めた当時、厚労省の両立等の支援に関する検討会の報告書で

は「治療と仕事の両立支援」とは、病気を抱えながらも働く意欲・能力のある労働者が①仕事を理

由として治療機会を逃すことなく、また、②治療の必要性を理由として職業生活の継続を妨げられ

ることなく、③適正な治療を受けながら生き生きと働き続けられる社会を目指すことと「定義」し

ております。ただ、この社会の実現には課題も少なくないと思います。 

いま、連合は 2023 春闘の後半の闘いが続いています。このなかで企業規模間、男女間、雇用間

の「賃金の格差是正」を、一つの柱として取り組んできています。今回、この治療と仕事の両立支

援～病気になっても働き続けられる職場づくりを目指すうえで、病気休暇や疾病休暇制度等の制度

や相談窓口など環境整備などにおいて、企業規模間や雇用間における格差が生じており、解消しな

ければならない課題が存在しているのではないかと感じました。例えば、安全衛生法ひとつとって

も、労働者が 50 人未満の事業所は産業医や衛生管理者の選任が義務づけられておりません。この

ことは道内事業所の 99.8％が中小企業であり、そこで働く従業員は 83.5％となっている中で、小

規模事業所は約 6割となっております。このような中で、「働く者の唯一の資本である身体の健康」

を守るため、まず職場における健康診断やドックの受診がどうなっているか。詳細まで調べていま

せんが、「各経済団体」の HP では、経営者・従業員などへの受診の紹介・斡旋などが行われており

ます。では、安全衛生法にもとづく、受診は 100％実施させなければならない中で、どれだけ実施

されているかは、最低限の点検事項ではないでしょうか。そして、万が一の病気に備え職場で「病

気休暇制度」等をはじめとする制度や環境整備が整っているかが重要であります。このことは人手

不足が深刻な中で人材の確保や離職防止につなげる観点からも、労働組合のみならず労使として取
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り組む重要な役割であります。我々連合が、めざすべき社会像として「働くことを軸とする安心社

会」を掲げ、「働くこと」に最も重要な価値を置き、自立と支え合いを基礎に、誰もが公正な労働条

件のもと多様な働き方を通じて社会に参加できる社会の実現にむけ取り組みを進めてきていると

ころです。 

本日のシンポジウムでは、医療現場からの声や先進事例等をもとに、従業員が安心して相談・申

し出できる仕組づくりをはじめ、①多様な休暇制度や勤務制度の整備、②主治医や産業医、会社・

労働組合の役割分担と連携体制、③両立支援プランや職場復帰プランの作成など、全ての働く皆さ

んが安心して働き続けられる職場環境づくりに向け認識を深めていただくとともに、「治療と仕事

の両立支援」の重要性を職場・地域に発信し、今後の取り組みにつなげていくことを申し上げ挨拶

といたします。本日は短時間の開催でありますが、よろしくお願いいたします。 

  

 

＜司会＞ 

  それでは、第一部の基調講演に入りたいと思います。「腫瘍内科医からみた治療と仕事の両立支

援」と題しまして、帯広協会病院 腫瘍内科医主任部長の杉山絢子先生よりご講演を受けていきた

いと思います。 

最初に講師のご紹介をさせて頂きたいと思います。杉山先生は、帯広協会病院の腫瘍内科の医師

として「がんサポート外来」「がんサポートチーム」を立ち上げ、化学療法や手術など癌治療に伴う

副作用への対策や心のケア、仕事との両立、脱毛など外見の変化への対応といったがんに伴う様々

な困りごとに看護師、精神科医師、薬剤師、理学療法士など色々な職種がチームで相談に対応して

いる、と伺っています。さらに地域ごとに職種のネットワークを構築し、がんをはじめとする病気

を持ってもその人らしく生きられるための様々なサービス開発をしております一般社団法人キャ

ンネットを立ち上げ、代表理事としてご活躍をされております。 

それでは杉山先生、どうぞよろしくお願いいたします。 
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【基調講演】 

 

「腫瘍内科医からみた治療と仕事の両立支援」 

                                 

帯広協会病院 腫瘍内科医（主任部長） 
一般社団法人 CAN net 代表理事 

杉山 絢子 氏 
                      

  過分なご紹介ありがとうございます。帯広から参り

ました杉山と申します。皆様の中には、医療従事者や

医者と縁がある方は多いでしょうか。がん年齢になっ

てきている方、これから、という方もいらっしゃると

思いますが、皆様はご自身の健康についてどれくらい

気をつけているでしょうか。 

私は、医療現場で 20 年ほど働いていますが、もと

もと患者でした。10 代の頃から潰瘍性大腸炎という

難病といわれている病気を患っていて、私自身、現在

も仕事と病気と両立している状況です。父が 55 歳の

時、肺がんで他界しており、母が大腸がんの後、認知

症を患い、いま現在は施設に入っている状況となり、

介護の経験もある状況で働いています。元々、自分自身が患者であり、患者家族であった経験から、

病院の対応の冷たさのようなものを感じていました。病院は、病気だけをみていることが多く、「生

活の部分のことは自分で」となってしまう。生活しながら治療と向き合う、病気と向き合うという

ことは、とても大変なことです。私ががんの専門医となり、病気を患った人がその人らしく生きて

いくということは病院の中だけでは難しいと思い立ち、10 年ほど前に非営利の NPO 法人を立ち上

げました。大人の部活動のようなかたちで、皆さんの力を持ち寄って社会に貢献することを作って

いけたら良いと考え、CAN net の活動もしています。このように、病院の中で働いている自分と、

がんと就労ということで活動をやってきたことから、今日は、両方からの視点でお話をさせていた

だきたいと思います。 

皆さんは病気というとマイナスのイメージやネガティブなイメージで、怖いと思う方が多いでし

ょうか。私は先ほども病気だとお伝えしましたが、結構元気に仕事をしています。病気だから可哀

想とか不幸という事ではなく、私自身は病気経験や看護経験はスキルであると思っています。病気

を経験したからこそ、見えてきた色々な社会があります。今日は労働組合の方が多いと思います。

当然、社会のルールとか規則と仕組みがとても大事だと思います。仕組みはとても大事ですが、仕

組みを使う側の心の余裕といったソフトな部分・考える部分がとても大事だと思います。成果のこ

とばかりではなく、その制度をどう使っていくか、その人の命にどうかかわっていくのかをお伝え

できたらと思います。皆さんはあまり病気と縁がないかもしれませんが、皆さんの大切な方が病気

になった時を想定して聞いていただければと思います。 

両立支援に関して、色々な病気がありますが、本日は、私が専門にしているがんの病気について

お話しします。どんな風に見たら良いのかということや、サポーターといわれる人たちの今後につ

いてお話していきたいと思います。 
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◇「がん＝死」ではなく、がんと共生する時代へ 

皆さんにとっての仕事とはどんなも

のですか。  

働き盛りの皆さんにとっての仕事と

は、お金のため、生きていくため、家族

のため、自分の力を発揮するため、生き

がい・やりがいのため、ということだと

思います。仕事を失うということは、生

きがいなど全部が失われることになり

ます。 

私は毎日、がんの告知をしています

が、がんがすぐに死につながるというこ

とではないにしても、そこから先の人生がガラリと変わっていきます。その時、今までやってきた

仕事ができなくなるかもしれないという苦痛と向き合いながら生活することになります。 

治療と仕事の両立支援は、病気の労働者が「必要だ」と現場で声をあげたことにより進んできた

こともあります。一方で、高齢化社会になって働き手が少なくなるということも含めて国が施策と

して進めるようになったことがすごく心強いです。今まで「私病・あなただけの病気でしょ」と言

われていましたが、国として社会として、「何とかしていきましょう。職場は対策をしてください」

という声に変わってきました。医療現場で皆が苦労している姿を見ている中、後押しになっている

とすごく感じています。 

両立支援の対象は、昔は身体の障がいの支援から始まりました。内部障がいという内科系の疾患

については見た目ではわかりません。最近はヘルプマークという赤いものを見かけることが増えて

きましたが、見た目でわからない病気を皆さんにわかってもらうということからスタートするので

なかなか大変なことです。がんという病気はこの中に入ると思います。それ以外にも妊娠、出産な

ども両立は大変なことであり、両立支援の対象となっています。 

本日は内部障がいのがんについて、お話をさせていただきます。最近、この部分に力が入ってお

り、厚労省の予算もついて、短期間で色々な研究やデータが出ていて、使うためのツールがとても

増えました。私たち医者は、簡単に「就労可能」と言ってしまうのですが、患者の就労のことをわ

かってもらうため、企業向けの診断ツールができています。 

皆さんのがんのイメージはどうで

すか。10 年くらい前までは「がんは私

には関係がない」というイメージがあ

ったと思いますが、最近は若い方でも

がんは当たり前の病気と捉える人も

増えています。がんは生きている細胞

があるところには、どこでもできます。

乳がん、大腸がん、肺がんなどは多い

です。2 人に 1 人以上はがんになりま

すが、治ることも増えてきました。 

がん対策基本法ができてから、多く

の研究や治療にお金がついて、がんの

相対生存率が上がっています。がんと

診断されても、7 割の人が生存してい

ます。乳がんの 5年生存率は 9 割を超
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えています。ずっと元気でいる人が多いと

いう病気になってきました。「がん＝死」

ではなく、「がんと共生」という時代にな

ってきています。それでもまだ怖いという

イメージがありますか。 

がん治療についても大きく変わってき

ています。抗がん剤は怖いというイメージ

が多いかもしれませんが、昔は、がん治療

は外科の先生だけが頑張るという時代で

したが、外科の手術や抗がん剤についても

種類がいろいろ増えてきました。治療をサ

ポートするための副作用対策も良くなってきました。20 年くらい前の「命を切る」という時代から、

10 年くらい前には「副作用をもっと少なく、もっと楽に」という流れに変化しています。今現在は、

「がんと生活、仕事と両立」というように、人生を自分らしく生きるがん治療となってきています。

それでもまだイメージが悪く、つい最近もすい臓がんの女性が「すい臓がんは治療ができない。手

術もできない。1 年も生きられないのなら仕事を辞めなければならない」と言っていたのですが、

「1 年元気であれば来年には新しい薬ができて又命が伸びていくかもしれない。今から治療をどう

するかではなく、目の前の治療を頑張っていったら先が見えてきますよ」というお話をしました。

私の友人もすい臓がんで、転移があってから 5年間過ごすことが出来ました。がんのイメージは個

人差がとても大きいので「がん＝死」ではなく、「頑張っていくことで先が見えてくることもある」

という病気だということを強調したいです。 

 

 

◇就労可能年齢で 3 人に 1 人ががんに罹患する 

がんは、高齢者に多いイメージがある

と思いますが「3 人に 1 人は就労可能年

齢で罹患する」と言われています。「自分

の会社にはがん患者はいない」と思って

いる方もいると思いますが、一定数見て

いると必ず出てくる病気です。 

がんと診断された人はどのように感じ

ているのか。これは平成 30 年のデータで

すが、がんと診断されて就労している人

は半数です。退職・廃業した人が 2 割く

らいいます。なかには「仕事が生きがい」

という人もいます。がん治療にはお金も

直結してきます。がんの治療で話をする

と、「経済特性」という言葉が最近出てき

ました。抗がん剤治療は副作用だけでなく、お金がかかります。難しくて治療ができない人の生存

率が低くなるというデータもあります。がん治療はお金がかかります。それを何とかするためには

仕事をしなければいけないという経済的問題や、逼迫した大変さもがん治療をしながら抱えていく

ことになります。がんの話をする時には命の話や治療の話だけではなく、複合した問題が一気に襲

い掛かってくる話になります。お金の話、これからどう過ごすのか、家族の問題、見た目の変化な

ど様々な問題が一気に噴き出てきます。それらを一気に対応しなければならないことが大変なこと
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です。仕事の関係でサポー

トする側に回ってくれる方

が今日はたくさん参加いた

だいていると思います。

様々な問題を全部ひとりの

人が肩代わりは出来ないと

思いますが、職業や仕事の

話の時に一緒に考えてくれ

る人がいるだけで大きく違

ってくるのではないかと思

います。 

がん患者で仕事をしたい

という人はすごく多いですが、無理だと考える人も多いです。それは身体的に無理だというよりも、

職場の構成や調整、交渉などで無理だという気持ちになるからです。お金の変化も結構つらいです。

病気になり働けなくなって年収が下がるという状態で「がん治療をしていく」「お金がかかる」。な

かなかしんどいです。最近

は薬が良くなって、以前は

亡くなっていた人が、年単

位で生きることができる

ような世の中にはなって

いますが、1 個が数万円と

いう薬を毎日飲むことも

あります。日本は医療保険

で 1～3 割負担ですが、そ

れでも大きな額となりま

す。お金の問題は重要です。 

日本の場合、特定の病気

に関して法律がある病気

はがんだけです。この法律

ができてから色々なこと

が変わりました。私のよう

ながん治療の専門医が誕

生したのも、この法律がで

きてからです。治療そのも

のではなく「その人らしく

生きる」ということや、事

業者の責務が提示され、仕

事面に関しても色々出て

きます。病院の医師と産業

医が連携することについ

ては、病院も経済活動をし

ているので診療報酬が病院側に入ってくることで少しは経済的に良いのですが、赤字になることは

やりにくいです。それでも一歩進んだというのが現状です。  
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この図は、厚労省

の HP から抜粋した

ものですが、職場・

労働者・病院のそれ

ぞれを分けてどん

なツールがあるの

かを見ることがで

きますので、参考に

していただきたい

と思います。両立支

援は、国からの働き

かけもあり進んで

います。特にがんの

領域は人数が多い

こともあり、国から

多くの助成がある

ことで、たくさんの

研究やデータが出

てきており、多くの

ツールが揃ってい

る状況にあること

を知っていただきたいと思います。ただ、ツールはあるけれども使える人は少ないことも事実であ

り、ここが課題のひとつです。 

次に、がんの人が周りにいる時に、言葉

かけに困るということはありますか。家族

においても、例えば夫ががんで妻は何と声

をかけたら良いのかという相談をよく受け

ます。基本的には普通で良いですとお答え

しています。勝手な決めつけは止めたほう

がいいです。私の患者で抗がん剤治療の A

さんが復帰したら「元気そうだね」とか「が

ん患者にみえない」という言葉が嫌だった

と言われました。そのような言葉がけが嬉

しいと思う人もいるので絶対ダメというこ

とではないのですが、その人が元気そうに見えているということは、その人の頑張りであるという

ことを分かって欲しい、ということです。わかりもしないのに気軽に言われると腹が立つという人

もいます。病気を持って生きている時には、元気に見えていたり、普通に見えていても、その下に

はたくさんの努力をして今に至っているということを認めて話をしてくれたら心に届くと思いま

す。職場内においても、周囲の人からやたらと病気の事は聞かれたくない、病気のことは本人が信

頼している医療関係者と話したい、とよく耳にします。良かれと思って自分の経験談などを言って

くれている人もいると思いますが、治療はひとりひとり違って、治療は 1年で大きく変わっていき

ます。そういう話よりも「よく話を聞いてくれる方が嬉しい。一緒に泣いてくれることが嬉しい」

ということや、「さりげない親切が嬉しい」ということもあります。コミュニケーションの点では、

こういうことに気をつけてほしいと思います。腫れものに触るという必要はありません。勝手に「可
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哀想な人」とか決めつけずに「どう思って何が困っているのか」を聞いてくれることで十分です。 

 

 

◇治療と仕事の両立の障壁となるポイント 

次に「治療と仕事の両立の障壁となるポイント」として、どういうところが大変になるのかにつ

いて話をしていきます。 

私は、医療機関側にいる人間になります。病気になった人とは、患者さんという関係になります。

職場の皆さんからすると、雇用関係にある職場の一員という関係になります。この２つの契約関係

に生じるギャップが大変です。両立の支援を考える時に、色々な考え方がありますが、私がおすす

めするものとして「これは本人に関わることなのか」「それとも職場に関わることなのか」をまず区

別してください。本人に対しては、「体」と「心」に分けて考えていただきたいと伝えています。

「体」の状態は、がんのステージや治療のダメージで言えば、例えば大腸がんの場合は、人工肛門

を作ったり、頭頚部癌で口の周りの手術をしたら飲み込みが悪くなって食べる時にこぼれてしまう

ことがあったり、四肢の動きが変わったりというような「体」の状態が１つと、ソフト面という「心」

があります。がんでなくても仕事を続けたいという気持ちは大事ですが、がんと宣告されるとパニ

ックとなってしまって鬱っぽくなる人もいます。鬱にならなくてもたくさんの荷物を背負った状態

で歩くので、頭の中は辛くなり忙しい状態になります。 

もう１つは、病気の「理解と知識」です。がんを「死」ととらえている人と、がんは「治る」と

思っている人とは考え方が全然違いますし、周りに同じ病気の経験を見たことがある人と全く初め

てという人と取り組み方が全然違ってきます。個人差がありますので一色単には言えませんが、目

の前のがんの人にお会いする時には、この人は「身体の状態」はどうなのか、「心の状態」はどうな

のか、「知識の面」についてはどうなのか、という具合で見てほしいと思います。 

また、職場における職種です。体を使う仕事なのか、事務仕事なのかでも全然違います。病気休

暇の制度はどのくらいあるのか、診断書の扱いはどうなのか、病名の取扱いについてのルールはあ

るのかなども職場における重要なポイントです。自分の病気ががんであるということを知られたく

ないという人もたくさんいます。上司に病名を伝えたことにより、職場に出勤すると職場の皆が知

っていたということが嫌だったり、上司が誰に自分の病気のことを言っているのかわからないので

「この人は知っているのか」ということでモヤモヤすることもあります。意外と取扱いのルールを

決めていない会社が多いので、この点も大事なポイントとなります。 

職場には産業派遣スタッフを配置してほしいのですが、北海道内は中小企業が多く、がんに関わ

る産業派遣で相談できる先生に私はお目にかかったことがありません。正直困っている感じです。 

あと、制度があって仕組みがあっても職場の風土がとても大事だと思います。「休暇の制度があ

るが取りにくい」「がんという病気があっても働きやすい」など職場によって変わります。たとえ治

らないがんであってもぎりぎりまで働くことができたりします。そういう病気がわかっても最後ま

で働かせてくれる職場もあれば、がんと分かったらすぐに辞めさせられる職場もあったりと、風土

で差があると思います。経営者の考えもあります。職場としての病気や治療への理解とか偏見はな

いか、ということが職場内でのソフト面だと思います。両立支援の課題や問題が出てきた時、この

領域のどこに問題があるのかを考えてから、どういう手を打っていくのか、誰に相談をするのかを

決めています。 

先ほど体と心という事でお話をさせてもらいました。これは就労支援のプロジェクトをしている

時に病気経験者のインタビューを基に「体のグラフ」と「心のグラフ」について書かせてもらった

ことがあります。是非、知っていただきたいと思います。乳がんの 50 代の女性でステージ 2Ｂとい

う治る可能性が非常に高いという数字ですが、フルコースの治療が必要になりますので、抗がん剤、

手術、ホルモン剤という少し長い時間を要します。 
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ケース①の方は、大企業の地

方局勤務で事務系の仕事で、職

場の制度は比較的充実してい

る状況でした。上が「体のグラ

フ」、下が「心のグラフ」です。

乳がんは実はあまり痛くない

し、診断した時の方が元気だっ

たりします。しこりがある段階

ですと比較的元気です。しか

し、心のグラフを見ると体は元

気ですが、がんの告知を受ける

かなり前から下がっています。

「家族へどう説明しようか」、

「職場へはどのように説明したらよいのか」などの準備を必死に考えていたと話されていました。

抗がん剤治療は波があります。薬を打って調子が悪くなったり戻ったりを繰り返す感じです。乳が

んは 2～3 週に一度治療することが多いのですが、この間にも脱毛や、外見の変化があって気持ち

が落ち込む状況です。しかし、この人は手術が決まると、「やっとここまできた」と気持ちが戻りま

す。でも、手術の後に体が辛かったりして、また気持ちが落ちる。手術が終わって数カ月経つけれ

ども、思ったより体調は戻らない。皆さんは手術が終わると体調はすぐに戻ると思われますが、体

調が戻るのには一定時間がかかります。この時、本人もイライラするし、周りからの「まだ元気に

ならないの？」といった一言がすごくきつく感じると言われます。見た目の元気さと心の元気さは

かなり違うということは、対応される時に気をつけてほしいです。「元気に見えるね」の一言が刺さ

るということです。また、「がん治療

の外見の変化」は内臓の変化とはあ

まり関わりが無かったりします。メ

イクをしたりウィッグを付けたりす

ることで元通りになります。これは

アピアランスケアという領域でもス

キルや知識がないと職場に戻れませ

ん。病院によっては理解を得られな

いこともあります。皮膚が黒くなっ

たり、顔にぶつぶつが出たりするこ

ともあります。こうしたことも抱え

て仕事をするということを知ること

が大事です。 

次は、「だるさ」についてです。が

ん関連の疲労ですが、見た目は元気

で動けるけれど、だるくなりやすい

ということが結構長く続く人もいま

す。何年も続くことがあります。これ

は見えない辛さになってくるもので

す。医師は患者さんに対して「もとも

との元気が 100 点満点だったら何点

くらいなのか」と聞いたりします。仕
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事にはだいたい 7 割くらい戻っていると復帰できると産業医に言われるそうですが、5 割くらいで

日常生活がやっとだと思います。8 割くらいだと日常生活程度だと思います。抗がん剤の治療であ

れば 8 割くらいと私は説明しています。2 割については、少しずつ戻るという感じです。がんにな

った後は体調が悪いので、8 割くらいの体調で仕事ということは大変です。がん治療後に仕事をす

ることは大変なことだと思ってほしいです。 

今までの話は「本人に関わること」になります。気持ちの面で抑うつになった時にやはり気持ち

が落ち込むと判断力が低下します。そのため、がんと診断されて早期に仕事を辞めてしまう人が一

定数います。私たちは「びっくり離職」と言います。これを防ぐためにも医療者の人が「まだ待て」

とかなり言うようになりましたが、不十分な現状です。したがって職場内においても「がんなので

辞めます」という治療を要する労働者がいる場合、「本当に辞める必要があるのか」ということを聞

いていただけることが重要です。 

次のケース②は職場の理

解についての話になりま

す。30 代の男性でバリバリ

仕事をして海外出張も希望

していた人です。大腸がん

の手術後少し便の回数が多

くなったということ以外、

元気係数は約 9 割という元

気な人ですが、何かあると

職場としても困るので、上

司は「あまり無理をしない

で」と言われるとのことで

す。しかし、「本人としては自分の望む仕事ができないのでは」とすごく不安になります。「診断書

を会社に提出しているが、自分の昇進等に関わるのかとても不安だ」という相談です。皆さんの職

場はこれに対応ができそうですか。 

もうひとつの相談は、飲食店のホールスタッフで非正規雇用の 40 代女性の人です。卵巣がんの

術後で抗がん剤治療を半年間行いました。この人も治る可能性が非常に高い人ですが、仕事を休む

と治療ができなくなってしまうため、上司と相談をしながら配慮して治療を続けていきました。し

かし、治療が終わった後もだるさがあって元通りにはいかず、抗がん剤の副作用で手足がしびれて

しまいました。ホールスタッフなので皿を持つ時などミスをしてしまったり、色々なことが起こっ

てしまいます。そのことについては、定期的に上司にきちんと相談をしているものの、上司がその

相談対応に疲れてしまいました。これは本来、上司ひとりが対応する内容ではなく、もうひとり相

談する相手が必要なのですが、現場に任されている中間管理職が、逆に鬱っぽくなるというケース

です。皆さんの会社ではいかがでしょうか。職場に関わるハード面とソフト面が非常に重要かと思

います。 
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これは参考資料ですが、がん

の種類によって復職に時期が少

しずれてきます。胃がんは胃を

とってしまうので体力がなかな

か戻らないので半年くらいかか

って、ようやく半分の人が完全

復帰できる状態となったり、大

腸がんの方が早かったり、血液

癌は治療が長いので回復には 1

年くらいかかったというデータ

もあります。「がん」でひとくく

りにしないで、その人はどんな

がんでどんな見込みなのかをご

覧いただきたいと思います。 

ところで、皆さんは「アンコン

シャスバイアス」という言葉を

聞いたことがありますか。がん

や病気というイメージです。自

分の中にある潜在的なイメージ

が何かの拍子に出てくることが

あります。私は難病のことでイ

ンタビューを受けたことがあり、

その時にがんの人たちは命に関

わらない病気であっても、「死」

や「普段の生活ができない」とい

うマイナスイメージになってしまいます。逆に血友病や、潰瘍性大腸炎、クローン病などの病気は、

患者本人もイメージがつきにくく、周りの人も「そんなに大した病気ではないのではないか」と思

うなど、理解しにくい傾向にあります。 

病気や治療に対するイメージがすごく影響することを前提として、もともとの潜在意識と事実と

のギャップがあった時に「合理的配慮がうまくできないことがある」ということを覚えておくこと

が大事だと思います。 

これは、胃がん経験者の言葉です

が、「痩せたね」という言葉が辛かっ

たと言っていました。逆に、嬉しか

った言葉がけという例では、「さりげ

ない優しさ」と言っていました。 

胃がんになると結構食べられない

ものが増えるのですが、「ランチに行

くのを誘われなくなって辛かった」

という人もいます。そんな時は「何

か食べられないのか」とさらっと聞

いてくれたことが嬉しかったそうで

す。 
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◇両立支援サポーターと今後の課題 

最後の話になりますが、「両立支援サポーターと今後の課題」です。 

医療機関にいる私たち医師や看護師、ソーシャルワーカー、相談員は、サポーターの１人になり

ます。一方で、職場では上司や部下、同僚、人事担当者、産業医、産業保健スタッフの方々が大事

です。 

 

胃がんで全切除の治療を受けてい

た 50 代の男性の例です。この方は術

後順調に回復し 2 週間で退院して、

主治医からは「就労可能」と言われ、

それを上司に伝えて 1 週間後に職場

復帰となりました。胃がんの手術か

ら 1 か月後くらいです。実際にこの

人は、通勤に 1時間以上かかったり、

立ち仕事であったため「この人の体

力では無理だろう」という状態です

が、主治医に「復職しても良い」と

言われた後「本当に職場復帰できる

のかな」と病院の相談室に相談があ

った事例です。これは主治医の出す「就労可能」がすべて正しいわけではないという事例です。が

んの治療をしている主治医が仕事のことのプロフェッショナルではないということです。北海道に

は産業保健スタッフが少ないので、がん治療に詳しい医者や複数人で相談できる体制が必要だと思

います。この人の場合は、帯広協会病院の相談室に来ていたので支援ができましたが、他の病院で

はなかなか難しいと考えます。が

ん拠点病院には相談室がありま

すし、両立支援コーディネーター

という資格を持つ人も多くいま

すが、病院では患者本人の傾聴し

かできないため、復職後等の具体

的なアドバイスができることは

多くないという大きな課題があ

ります。 

私が相談を担当した患者には、

「今の状況で何ができるか」とい

うことを聞くようにしています。

病気経験者や発達障がいの人に

もよくアドバイスしていることは、「自分の取扱説明書を作ってください」と伝えています。そし

て、実際に説明書を作成してもらいます。がんの病気も同じだと思います。がんの場合は治療の進

度や時期によって変わりますが、「今、私にできること」と「今、どのくらい出来るのか」というこ

とを取りまとめ、そのことを言葉にして職場に伝えていくという努力をすることが大事です。自己

肯定感が下がるため、がんという病気を言い出せなくなるという人も多いです。したがって、まず

は「職場と話してみる」ということを薦めています。 

患者が職場との交渉が必要な場合には、社会保険労務士や労働組合に相談に乗ってほしいと思い
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ます。キャリアコンサルタントは、

患者本人の気持ちを整理してく

れたりします。 

このように、今、色々な団体が

それぞれで勉強会を開いたりし

て、自分たちの職域で頑張ってく

れているのですが、横の繋がりは

本当に皆がやっていかなければ

いけないだろうと思います。北海

道内においても、皆で話す機会が

必要であると思います。 

コロナ前は、私も札幌で「がん就労サポーターズネットワーク」という団体の中で、色々な職種

の人が集まって勉強会を開いていた時期がありました。両立支援コーディネーターや社会保険労務

士、がん経験者という専門職の人も色々なところで頑張っています。ハローワークが病院に出張し

ていただく事例もあります。是非、皆さんも色々な職種で繋がる時間を作ってほしいと思います。 

 

この方はキャリアコンサルタン

トの人で、リンパ腫と乳がんの経

験者です。 

彼女は仕事を続けながら治療を

行ってきたのですが、職場から「待

っているよ」との一言で、「治療や

仕事を頑張り続けることができ

た」と言っていました。 

他にもインターネットでは、

色々な制度や患者サポート団体を

見ることができます。 

 

乳がんの場合は、ピアサポート

団体でも相談ができます。サポー

ターは各々にはいますが、各サポ

ーターが横の繋がりを持つことが

大きな課題だと認識しています。

そもそも話す機会がないので、「現

場」で「顔の見える繋がり」で、話

す機会を作っていきたいと思いま

す。 
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◇病気も経験であり、成長につながる 

最後のスライドになります。

これは、がんになった時の「心の

動き」です。皆さんは当然ショッ

クを受けることも多く、そのま

ま鬱になる人もいますが、病気

経験があったからこそ、それ以

上に成長できるという人もいま

す。これを「キャンサーギフト」

と言います。皆がそうなるとい

うわけではないのですが、「病気

になる＝可哀想」という目で見

るのではなく、病気もひとつの

経験として、そこから本人や周

りに良い影響を与えることもあると考えていただければと思います。 

是非、皆さんにも地域や社会、職種を越えて皆で知恵を出し合える機会を増やしてほしいと思い

ます。何か質問や提案があれば声掛けしていただけると嬉しいです。ご清聴ありがとうございまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
本シンポジウムのポスター 

(実寸：A2サイズ) 
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【パネルディスカッション】 

 

「長期治療を要する労働者(患者)の実態や現状の支援体制 
及び職場の課題と今後に向けての展望」 

 

◆パネラー  

十倉 正直 厚生労働省北海道労働局 労働基準部 健康課長 

桜井 美希 北海道ガス株式会社 総務人事部副課長 

萩原 光典 NTT労働組合北海道総支部 執行委員長 

 

◆コーディネーター  

杉山 絢子 帯広協会病院 腫瘍内科医(主任部長)  

                          一般社団法人CAN net 代表理事 

 

＜司会＞ 

続きまして、第二部・パネルディスカッショ

ンを始めたいと思います。 

コーディネーターは講演に引き続き、杉山先

生にお願いをしたいと思います。3 名の方のパ

ネラーにご登壇をいただいておりますのでご紹

介をいたします。厚生労働省北海道労働局労働

基準部の十倉健康課長です。続きまして、北海

道ガス株式会社の桜井総務人事部副課長です。

最後にＮＴＴ労働組合北海道総支部萩原執行委

員長です。 

それでは、この後の進行を杉山先生にバトンタッチをしたいと思います。それでは杉山先生、ど

うぞよろしくお願いします。 

 

＜杉山氏＞ 

はい、よろしくお願いします。このパネルディスカッションは非常に楽しみにしていました。是

非、色々な話を聞くことができたらと思います。まずはパネラーの皆様に自己紹介をいただきます。

では、十倉さんからよろしくお願いします。 

 

＜十倉氏＞ 

只今ご紹介をいただきました厚生労働省北海

道労働局労働基準部健康課で課長をしておりま

す十倉と申します。私どもは本日のテーマの「治

療と仕事の両立支援」、これを行政として取り組

んでおり、このほか労働者の健康確保対策や健康

障害の防止に取り組んでいます。私は 4 月からこ

の部署に来ました。本日はよろしくお願いいたし

ます。 
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＜杉山氏＞ 

桜井さん、お願いします。 

 

＜桜井氏＞ 

みなさんこんばんは。北海道ガス人事部勤労グ

ループの桜井と申します。この勤労グループとい

うのは従業員の勤怠管理、給与計算、福利厚生、

健康管理など労務に関することを行っている部

署になります。私も社歴は長いのですが、この職

場には昨年の 5月に異動したばかりです。それま

では営業部門のバックオフィスとして事務サポ

ートに従事している期間が長かったのですが、当

時から働きやすい職場づくりや従業員の疑問や

不安の解消に努めたいと思っておりまして、従業

員向けのサポート業務を行っている、勤労グループへの異動を長く希望しておりました。実際異動

まで結構時間がかかり年もとったのですが、今は願いが叶い、忙しいながらも充実した毎日を送っ

ています。本日はよろしくお願いいたします。 

 

＜杉山氏＞ 

萩原さん、お願いします。 

 

＜萩原氏＞ 

NTT 労働組合北海道総支部で執行委員長をし

ております萩原と申します。 

NTT 労働組合の組合員は全体で 14 万 4 千人で

す。そのうち NTT 東日本や NTT 西日本、NTT ドコ

モなどグループ会社ごとに本部があり、私がおり

ます北海道総支部は東日本本部に属しており組

合員は約 3,250 人、NTT ドコモや NTT データなど

ほかの本部の組合員を合わせると約 5000 人が北

海道で働いています。基本的な労働条件、賃金の

プラットフォームは NTT グループで共通です。私からは本日、NTT 労働組合として営んできたこと

などについてお話させていただいて皆さんの少しでも知識の糧になっていただければと思います。

本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

 

＜杉山氏＞ 

そうそうたるメンバーで楽しみです。プログラムのはじめに各パネラーのレジュメが載っていま

す。今日はお題が決まっています。それぞれの現状、課題、展望についてお聞きしていきたいと思
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います。 

まず始めに、長期治療を要する労働者の、働く方の実態や現状の支援体制についてお聞きしてい

きたいと思います。 

事例の紹介をしていただけるということで、まずは北海道ガスの桜井さんにお願いしてもよろし

いでしょうか。 

 

 

◇【一巡目】「長期治療を要する労働者（患者）の実態や現状の支援体制」について 

 

＜桜井氏＞ 

まず資料ですが、33ページからになります。資料に添ってご説明をさせていただきたいと思いま

す。 

本題に入る前に治療と仕事の両立支援に対する北海道ガスの基本的な考え方について手短にお

話をさせていただきたいと思います。当社では従業員が心身ともに健康であることを重要視してい

ます。人材の材は財という字を使うことがあるようにまさしく従業員は会社の財産であると考えて

います。健康への取り組みによって従業員の安心感やモチベーションの向上、生産性の向上につな

がり、これによって会社自体の活性化が図られると考えています。 

このため10年前の2013年から心身の健康対策方針を掲げるとともに体調不良の従業員が発生し

た場合には適切な対応を行うよう、プログラムを作ってこれを現在も運用しています。特に力を入

れていますのが、33 ページの下

にありますように病気になら

ないようにすること、罹患予

防、早期発見、早期対応になり

ます。資料に記載している取組

みはその一例で、健康経営の

様々な施策に取り組んでいま

す。 

当社には保健師が2名常駐し

ていますが、この 2名で健康診

断結果に対しての保健指導や

月 45 時間を超える時間外労働

をしている従業員、ストレスチェックで該当した従業員に対して面談を行っています。また、ユニ

ークなものではスマホのアプリを使ったウオーキングイベントで、これは年 1 回北ガスグループ全

体で行っています。毎日 8,000 歩、歩くことを目標にしてグループ各社からエントリーを募ってチ

ーム戦と個人戦で歩数を競っています。上位入賞者には豪華景品が当たるという、ちょっと良いイ

ベントとなっています。ただ、こうしたイベントを行っていても残念ながら病気に罹患してしまっ

たという場合には、その従業員の状況に合わせた対応や、生活保障の制度を用意しています。 

次のページからは実際の支援についてお話をしたいと思います。34 ページの上のスライドをご

覧ください。治療を要する労働者の実態や現状の支援体制といった事では、当社においては身体、
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メンタルそれぞれ一定数の従

業員が長期の治療を余儀なく

されているという現状があり

ます。当社でも診断を受けて

実際に治療している従業員も

おります。そのため私傷病ガ

イドブックを作成して、その

ルールにのっとって対応を行

っています。また、従業員本人

を取り巻く支援の体制として

従業員の上司、保健師、産業医

そして私が所属している勤労グループが連携して回復に向け、それぞれの役割を担っています。先

ほどお話しました通り、保健師は 2 名で本社の健康相談室に常時勤務しています。産業医は身体、

メンタルの専門医がそれぞれいまして相談にのっていただいたり、実際に医療機関から定期的に来

ていただいて従業員との面談も実施しています。 

次に 34 ページ下のスライド

になりますが、従業員が長期療

養のため会社を休むことになっ

た場合についてです。治療のた

めに使うことができる当社の休

暇制度と生活保障についてご説

明いたします。休暇制度は自分

自身の有給でこれは人によりま

すが、前年度分の繰り越しを含

めて最大で年間 40 日間ありま

す。さらに翌年度繰越できない

ほど多く残ってしまった分は別途、「保存休暇」という休暇に回って、これが最大 50 日まで積み上

げることができます。つまり、最大で有給休暇は 90 日までもつことが出来ますので、治療のため

にまずはこれらの休暇を使うことになります。その後、これらの休暇が残り僅かとなった段階で欠

勤となるのですが、ここからはお給料は支払われない、つまり無給の状態になります。治療でお休

みする従業員が一番気がかりなのが生活費です。当社では欠勤期間を 90 日と定め、この期間中、

給与は出ませんが「会社見舞金」といって役割給・いわゆる基本給相当分ですがこれが 100％支払

われることになります。この期間に復職ができなかった場合にはその後休職という形になるのです

が、最初の 1年 6カ月は健保からの傷病手当金が出ますし、この支給が終わっても、勤続年数に応

じて 2 年まで残り半年間は会社、又は互助会である共済会から傷病手当金と同額が支給されるとい

う制度があります。生活費の心配を少しでも払拭して治療に専念し、再び職場に戻ってきていただ

きたいという思いからできた制度となっています。この他にも治療費の補助として共済会では、医

療機関で支払った治療費のうち保険適用分の 7割を補助する制度があります。皆さんも病院の窓口

で 3 割負担で治療費をお支払いしていると思いますが、更にそのうちの 7割を互助会である共済会
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で補助しています。こうした支援制度を現在は運用しています。私からの説明は以上です。 

 

＜杉山氏＞ 

手厚いですね。ありがとうございます。次は NTT 労働組合の萩原さんにお願いしても良いですか。 

 

＜萩原氏＞ 

レジュメの 37 ページを参考にご覧くだ

さい。休暇と休職の種類を記載していま

す。病気や治療にかかわる休暇・休職は、

病気休暇と病気休職だけです。 

1960 年代、電話交換手という職種があり

ました。映画に出てくる交換台の前に座っ

てジャックを差し込んで電話をつなげる

という仕事で、これは女性が多い職場でし

た。 

その女性が結婚して妊娠、出産のとき

に、退職することが当時は多くありまし

た。そうなると貴重な技能を失うことにな

り、そのスキルやノウハウをつなぎとめる

ためには出産後も職場に戻れる仕組みが

必要だろうということで、1965 年の春闘で

「育児休職制度」を試行実施することを労

使で確認し、1968 年に正式導入しました。育児休業が 1991 年に法整備される 26 年前ということに

なります。こういったことから女性の雇用を労使で大事にしようとスタートしたのが 50 年以上前

で、同じように病気をもつ人たちの雇用を労使で大事にしようという流れができたのではないかと

思っています。 

現在でも、病気で休む場合に診断書の提出の要否は直属場長が判断できるようにするなど、現場

に一定程度委ねています。また、休みから復職したときに「だいじょうぶ？」と一言声掛けするこ

とでコミュニケーションを図るといったことも行ってきたと思っています。 

少々脱線するのですが、育児休暇や休職には何が含まれて何が含まれないのかと非常に多くの議

論を重ね、例えば「乳しぼり時間」や「授乳の時間」は含まれるのか否かということも議論しまし

た。その結果、乳しぼりに「2 時間はかからないだろう」ということから、「45 分でいいのか」「1

時間程度はいるのか」ということについて、1960 年代に議論をしてきました。そういったことから、

「女性の雇用を守る」＝「病気を持った方たちの雇用を守る」につながったと考えますが、これは

長年の労使の信頼関係があってこそだと思います。 

休暇の種類に「ライフプラン休暇」というものがあります。年次有給休暇は取得理由を問いませ

んが、「ライフプラン休暇」は取得理由が必要です。リフレッシュ、家族の介護、ボランティア、リ

カレント、子育て、子どもの学校の行事、パートナーの出産及び不妊治療などが適用となります。 

年次有給休暇は最大で 40 日蓄積することができます。20 日を上限に翌年に繰り越しができます
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が、このうち使いきれなかった年次有給休暇の最大 3日間をライフプラン休暇に積み立てることが

できます。さらに勤続年数 5年ごとに 5日間積み立てることができ、ライフプラン休暇の最大積み

上げ日数は 40 日となります。これらを組み合わせると、年次有給休暇の最大 40 日に加え、ライフ

プラン休暇の最大 40 日、これに病気休暇や病気休職というものを様々に組み合わせると休暇の取

得バリエーションが多くなります。 

女性の働き方の制度設計の経緯から、病気になっても働き続けることができる環境に繋がってき

たと言えます。 

 

＜杉山氏＞ 

ありがとうございます。ちなみに病気休暇は有給ですか（＜萩原氏＞有給です）。ありがとうござ

います。それでは、十倉さんから現状の制度体制のお話をお願いいたします。 

 

＜十倉氏＞ 

私の説明と併せて資料 29 ページから 31 ページをご覧いただ

ければと思います。 

また、本日は「治療と仕事の両立支援ハンドブック」も配布さ

せていただいておりますので、後ほどご覧いただければと思い

ます。私からは「治療と仕事の両立支援」はどういう形でこれま

で取り組まれてきたのかということについて、少しご紹介した

いと思います。 

まず、平成

24 年、厚生労

働省に「治療

と職業生活

の両立支援

に関する検討会」が設置され、有識者の方々に

色々と検討していただきました。この検討会を

設置することになったそもそもの理由について

は、平成 24 年当時、がんなどの医療がかなり進

んできたこともあり、通院しながら治療を選択

できるということや本人も仕事を続けていきた

いという状況がだんだん広がってきたというの

がひとつです。もう一点は、当時においても、労

働力人口が減少していくという中で、高年齢者

層の労働者が職場で活躍するという状況が今後

見込まれるということでした。この高年齢者層

ということになりますと、色々な病気・疾病を抱

えながら就労するということも出てくるだろう

ということです。こういった状況において、「ど
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のような働き方ができるのか、その場合の課題はどのようなものがあるのだろうか」ということに

なりました。一方で、現在の「ワークライフバランス」や「多様な働き方」などといった認識とい

うのはまだ高まっていないという状況でした。そういう状況の中では、例えば「仕事が理由で適切

な治療が受けられない」という状況や「仕事は続けているけれども本人が思うような職場の支援が

受けられない」ということも状況としてあったということです。このような状況の中で、疾病を抱

えながらも治療を継続して、又は本人が働きたいと希望する場合に働き続けることができる環境、

こういったところをきちんと整備していくということが必要なのではないか、というようなことが

そもそもの目的となっております。この検討会においては、平成 24 年 8 月に報告書が取りまとめ

られています。この報告書の中においても、「適切な治療がきちんと受けられること」が前提になっ

ています。 

「きちんと治療が受けられるようにするにはどうすればいいのか」ということになった時、例え

ば「職場では適切な治療を受けられるということを支援するために、企業や事業場ではどのような

支援が出来るのか」といったことが重要になります。一方で、医療機関においては、治療を続けな

がら仕事をする場合、主治医も患者の仕事の内容や職場環境についても把握をし、意見していただ

くなど、医療機関としても関わっていただくことが必要となります。それぞれがそれぞれの立場の

ことだけをやっていればいいのかということではなく、それぞれが連携して両立支援に向けた環境

を整備していただくということです。 

こういった課題をクリアしていくために、厚生労働省は平成 28 年に「事業場における治療と仕

事の両立支援のためのガイドライン」を策定しました。このガイドラインでは、企業としてどのよ

うに支援をしていけばいいのかといった部分について、職場での環境整備や休暇制度・勤務制度の

ほか、実際に支援することになった時には、本人、事業場、医療機関の意見を踏まえて本人の症状

や治療に応じた個別の支援プランを作成する、といった両立支援の内容が示されています。 

また平成 29 年には、働き方改革実行計画において働く人の心身の健康の保持増進を経営課題とし

て積極的に取り組んでいただくこととし、労働者、主治医、会社及び産業医の三者をつなぐために

両立支援コーディネーターを養成しながらサポート体制を構築していくことで事業場における両

立支援を進めていくとして、現在も取り組みを行っているというところです。簡単ですが以上でご

ざいます。 

 

 

＜杉山氏＞ 

ありがとうございます。ガイドラインはすごく優秀な内容ですよね。作っていた方たちが力を入

れていたところも見ていました。職場でもすぐにみることができますので是非活用いただきたいで

す。 

それでは、次に職場の課題に移っていきたいと思います。支援体制があったうえで、現在の課題

についてお聞きしていきます。まずは萩原さんからお聞きして良いですか。 
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◇【二巡目】「長期治療を要する労働者（患者）に対する職場の課題」について 

 

＜萩原氏＞ 

課題は多いですが、2つに絞り込んでお話をしたいと思います。 

1 つ目は「知らない」ということです。 

先ほど申し上げた休暇制度もバリエーションが多いです。また、NTT は健保組合も持っておりま

すので他の健保組合より付加給付があるなど優位なことがあります。しかし、そういう制度内容に

ついては社内専用のポータルサイトで周知はしているものの、この制度や仕組みを労働者が知らず

に使いきれていないのではないかと懸念しています。結果として、制度を知らないで退職していく

ということがあるならば、それは非常に残念なことだと思います。したがって、制度の内容をどの

ように浸透させていくのかということが 1 つの課題と思っています。 

2 つ目は「見えない」ということです。 

コロナ禍もあって在宅勤務・テレワークが増えています。NTT グループ全体で、昨年 2022 年度で

は約 40％の方が週 4日程度テレワークを利用していました。現在は出勤も戻りつつありますが、テ

レワークに必要な通信環境や通信インフラを提供する会社ということもあり、テレワーク率の高い

業種だと思っています。テレワークは直属上長から見えないところで仕事を進めるということにな

りますので、「見えない」＝「目配りができない」ということになりかねないと推察します。体調が

悪かったり、一日中人と話すことなく仕事を進めるということに対して、メンタルヘルス対策が必

要ではないかと懸念しているところです。 

健康関係のポータルサイトなどを利用してストレスチェックなどを行うという仕組みづくりな

ども行っていますが、NTT グループではメンタルヘルスの不調が他の業界に比べて少し多いといわ

れていますので、この課題に対してどうアプローチするかが今後の課題と思っています。 

 

＜杉山氏＞ 

ありがとうございます。続きまして桜井さんお願いします。 

 

＜桜井氏＞ 

資料は 35 ページ上のスライド

になります。一口に長期治療とい

いましても身体の様々な病気であ

ったり、メンタル、精神の病気と

様々かと思います。若い世代では

メンタルの病気にかかる従業員が

増える傾向にあり、癌にかかって

治療をしている従業員も複数名お

ります。先ほどの杉山先生のお話

にもありました通り、一昔前は不

治の病といわれていた癌も早期発

見によって生存率がかなり上がってきています。また、2 人に 1 人が癌になる時代ですので誰しも
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他人事ではなく自分事として捉えていかなければいけないと考えています。したがって、こうした

従業員が仕事を一定期間休んだり、復職しても治療を続けることになった場合は、職場のメンバー

の理解と協力を得ることがとても重要だと思っています。本人の業務負荷を減らすため職場内で業

務分担を変えることが必要となった場合には、当然ですが周囲にも必要な範囲で情報を共有するこ

とが大事です。治療中の従業員以外にも他のメンバーの業務量も確認し、過度に負担が行っていな

いか、目配りすることも重要だと考えています。 

また、治療中の従業員へ業務上の配慮は必要なのですが、気を使い過ぎて過度な配慮となってし

まってはお互いにギクシャクしてしまうので、以前と同じように接することが重要であると考えて

います。特に、「復帰を待っていますよ」と伝えたり、日常のコミュニケーションをとることや、他

の人より早く退勤する時は、気持ちよく「お疲れさま」と声をかけることで疎外感を抱かせない、

仲間であるという意識を持てるような関係を継続することが大事であると考えています。また、体

調の悪化によって遅刻や欠勤がぽつぽつみられるような場合には周囲が気付いてあげてすぐにそ

れを上司に知らせ、上司から保健師、又は勤労グループに報告をもらって早めに本人への聞き取り

を行うなど連携することを心掛けています。 

一方で、治療中の従業員本人は周囲に迷惑をかけているから一日でも早く復帰して戦力になりたい

と思っています。これまで休んでいたことや、職場のメンバーに自分の分の業務負荷をかけてしま

っていることへの罪悪感をはじめ、評価が下がることへの心配や、休むことで収入に影響が出るこ

とから以前と同じようにフルタイムで働きたいという思いがあります。とにかく以前の自分を取り

戻そうとして頑張りすぎる傾向があって、そうするとまた体調を崩して休み、入院を繰り返す場合

があります。職場ではこれまでのキャリアに配慮しながら本人の職責に合った仕事、現在の体調に

合わせて今できる業務、これからの期待をしっかり伝えて無理なく働いてもらうことが重要である

と考えています。職場の課題は以上です。 

 

＜杉山氏＞ 

ありがとうございます。業務量のチェックはどなたがされるのですか（＜桜井氏＞上司を含めた

同じチームで考えています）ありがとうございます。 

では、今度は両立支援や制度の課題に関して、十倉さんお願いします。 

 

＜十倉氏＞ 

治療も続けながら仕事も続けていくということで、2019 年の「国民生活基礎調査」の結果によれ

ば、通院している就業者の割合が約 36％ということで、約 3人に 1 人の方が何らかの疾病を抱えて

通院しながら仕事も続けている状況にあります。一方、令和 4年度の厚生労働省の委託調査におい

て、「仕事と生活の調和」や「特別な休暇制度」に関して、例えば、「健康経営」を経営方針に掲げ

ている企業は 24.2％、位置付けている企業は 47.4％、「病気休職・病気休暇がある」と回答した企

業が 55.1％。「病気で利用できる制度や方法がある」と回答したのが 24.9％。「制度的なものがな

い」と回答したのが 18.2％という結果となっています。 

また、「病気休暇制度」について、半日休暇を制度として持っているという企業が 21.1％、「時間

単位の取得制度を持っている」という企業が 16％。「短時間勤務の制度を導入している」という企

業が 19.8％ということでした。 
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一方で、「病気休暇制度を導入

していない」企業での導入してい

ない理由では、「年休などで対応

できる」と回答した企業が

51.9％、「個別に対応する」が

28％となっています。各企業での

状況があることから、数字だけで

判断するというのはなかなか難

しいところがありますが、この両

立支援を進めていくなかで「個別

に対応をする」という回答があり

ましたが、確かに個々の病気の種

類、症状、働ける内容はそれぞれ

違いますから個別に対応するこ

とは非常に大切だと思います。た

だ、実際、通院ということになっ

た時、一定程度「休まなければい

けない」という状況がある場合

に、これをフォローできるような

「制度」というものは、やはり労

働者の安心にもつながるだろう

と思います。 

両立支援においては、「どのよう

に支えていくのか」というソフト

面はもちろん重要ですが、一方

で、会社が両立支援を行うにあた

って「制度面の整備」というものは欠かせないだろうと考えます。制度面についてはガイドライン

の中にもあるように、「休暇制度」や「勤務制度」などの選択肢は多いほうが良いということは、病

気にかかった本人であればそのように思うのではないかと思います。企業においてはそういった制

度面をいかに整備し進めていただくのかが、事業場における支援の課題でもあるのではないだろう

かと思われます。私のほうからは以上です。 

 

＜杉山氏＞ 

ありがとうございます。制度が導入されている企業と、導入されていない企業があるという部分

は、両立支援を進めるうえで大きな課題であると考えます。 

では、最後のお話に移っていきたいと思います。今まで、現状と課題が出てきましたが、今後の

展望について、誰もが働き続けられる職場づくりに関してお話を伺っていきたいと思います。 

十倉さん、続けてお願いします。 
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◇【三巡目】「長期治療を要する労働者（患者）が働き続けられる職場づくりを目指し、今後必要な

制度や職場環境における体制」について 

 

＜十倉氏＞ 

それぞれの企業の方々が両立支援に関する取り組みを進めていくうえで、私ども厚生労働省にお

いても両立支援に取り組んでいただくための周知を行っております。この一環として先ほど杉山先

生からご紹介がありましたが、厚生労働省において両立支援のポータルサイトを開設しております。

また、取り組みのきっかけや支援を考える機会となるよう、本日のようなシンポジウムに参加した

り、厚生労働省でも地域別にシンポジウムを開催しているというような状況です。また、行政とし

ては今年度から第 14 次労働災害防止計画を策定して今後 5 年間の計画期間においても、この両立

支援の取り組みを継続して実施することとしております。また、ご本人・事業場・医療機関をつな

ぐ両立支援コーディネーターの役割が重要であることから、両立支援コーディネーターを養成する

ための研修を行っていくこととしています。このコーディネーターの研修受講者は現在、全国に

17,000 人くらいいます。北海道では 690 人くらいです。この研修は主に、産業保健総合支援センタ

ーで実施しています。事業場や医療機関などでこのコーディネーターを通じて連携をしていただく

ということが必要であり、私ども行政としても今後に向けて、両立支援コーディネーターの養成を

進めるほか、両立支援についてもっと知っていただき、取り組んでいただきたいと思っております。

以上です。 

 

＜杉山氏＞ 

ありがとうございます。両立支援コーディネーターの勉強は結構時間が必要で大変そうです。 

それでは、先進的な取り組みをしている北海道ガス桜井さん、お願いします。 

 

＜桜井氏＞ 

今、当社で一番必要と考え

ているのは、まず「病気にな

らない健康な心身を保つこ

と」。そのために健康経営に

取り組んでいます。これまで

も様々な取り組みをしてき

ましたが、今年は癌検査の導

入を新たに検討しています。 

他には今年から従業員向

けの出張歯科サービスを始

めました。歯周病は生活習慣

病の 1 つと言われています。

恥ずかしながら北ガスグループの生活習慣調査で、年 1回以上歯科検診を行っている従業員の割合

がすべての年代で全国の平均値を下回っていることがわかり、これが実施のきっかけとなりました。

出張で当社に歯科医師が来て虫歯の有無、歯肉の状態、歯石の有無を確認し、必要に応じて受診を
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促すといった内容になっています。若い年代を中心に申し込みがあっておおむね好評でしたので、

次年度以降の継続も考えています。 

その他には、先ほどご紹介した休暇制度や手当に加えて新たな制度の導入も検討しています。そ

の一つとして「短時間勤務制度」があります。当社ではこれまで育児や介護中の従業員を対象とし

た制度として運用していましたが、今後は治療のためにも使えるようにしたいと考えています。 

また、「時間年休制度」の導入も考えています。これまで年休は、年休の取得促進のために 1 日

単位、半日単位の取得としていましたが、1 時間単位で取得することができるようにすることで、

通院などに使えるのではないかと思っています。ただこれは様々な用途に使えると思っていまして、

全従業員対象で導入したいと考えています。この「時間年休制度」は法制上、労基法の年間 5日の

年次有給休暇取得義務にはカウントされないということですので、個人的にはこの辺りが緩和され

るとより使いやすい制度になるのではないのかと考えています。 

また、会社で加入している医療保険ですが、いま現在加入しているものの見直しも進めています。

現在加入しているのが長期所得保証保険というものですが、これは私傷病で休職して休職期間が満

了となり退職となった場合、元気で働いていた時の収入の約 4 割を 60 歳までカバーするという保

険になっています。ただし、支払い開始が退職後になりますので治療しながら働く従業員へのサポ

ートにはなっていません。私たちは何とか治療を終えて復帰してほしいという願いから従業員に安

心して治療に向き合ってもらうための支援となる保険にシフトできないか現在、模索しているとこ

ろです。具体的には今の長期所得保証を治療中から受けられる内容にするなど、医療保険・例えば

三大疾病といわれている癌や脳疾患、心疾患にかかった場合、支給されるものなどを今検討してい

る最中です。 

また、会社とは別に、当社の

従業員が加入する北海道ガス

労働組合でも取り組みを行っ

ていますので紹介をいたしま

す。加盟する全国ガス労働組合

連合会との連携によって安い

掛け金でも補償が受けられる、

全国ガス医療共済、会社でも加

入している長期保証と同様に

組合員が任意で加入する長期

収入サポート共済というもの

があります。また、無料で相談

できるハートフルセンターへ

の紹介も組合で行っています。

私からのご説明は以上なので

すが、当社では治療と仕事の両

立支援の他に育児、介護との両

立支援の取り組みを行ってお

り、参考として資料を付けさせ
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ていただきました。特に、育児では不妊治療の支援を行っていて、昨年、北海道で初の「くるみん

プラス認定」を取得しております。 

また、北ガスグループ独自の出産・育児支援制度を設けています。子ども 1 人当たり 50 万を支

給しています。双子の場合は 100 万円が支給されます。他には子ども手当として、子ども 1人当た

り月額 2万 5 千円を、3人目以降は 3万 5千円を支給するなど育児中の従業員への支援を行ってい

ます。加えて男性の育児休暇に関しても取得しやすい環境を整えており、昨年度の取得率は 62.5％

でした。お時間がある時に参考資料もご覧になっていただければと思います。私からの説明は以上

になります。 

 

＜杉山氏＞ 

どよめきが起きるくらいすごい制度です。ちなみに歯科検診は日本自体が先進国の中で異常に低

い、と言われていて、そのため口腔癌で亡くなる率が異常に高いです。罹患率は低いのですが、致

死率が高い。歯科検診はやった方が良いです。日本は比較的、何かあると病院へ行くのですが、日

本は医療保険があるので看てくれるのですが、諸外国では検診をしていなければお金を出してくれ

なかったりします。日本人は自分の健康に意識を持っていない方が多いので、会社が環境を整えて

くれるのはとても良いことだと思います。 

では、NTT 労働組合萩原さん、よろしくお願いします。 

 

＜萩原氏＞ 

長期治療を要する労働者が働き続けるための 1 つの考え方として、「ワークライフバランス」と

いう言葉は割と浸透してきたと思いますが、その少し先にある「ワークインライフ」という考え方

が NTT グループの中にあります。 

2021 年のコロナ真っ盛りの頃、「生活の中の一部が仕事だ」という考え方、概念的なものを会社

側が示しました。様々なテーマがありますが、なかでも「単身赴任を無くす」ということをテレワ

ークの技術を使ってやってみようということも含まれています。 

NTT は「単身赴任を解消する」ということをホームページにも掲載しています。これにより、例

えば同じビルで、同じ職場で、机を並べている 3人が北海道の札幌の仕事をする者、東京本社の仕

事をする者、グループ会社の仕事する者、ということが考えられます。本社の仕事は東京へ行かず

とも札幌でできるということです。これが「転勤をしない」「単身赴任をしない」ということにつな

がるというような考え方で、「ワークインライフ」という考え方です。 

これらはワークライフバランスを会社側と労働組合で論議してきた延長線上だと考えます。病気

の治療だけではなく、札幌の病院で人工透析を受ける必要のある人や定期的な通院が必要な人、家

族の病気と向き合う必要がある人が、東京本社には転勤出来ないとしていたところから、札幌に居

ながら東京本社の仕事に従事し、スキルを活かせることを展望しています。これはまだ始まったば

かりですが、私のいる大通 14 丁目ビルには、東京本社所属の人が常駐して仕事をしている実態が

あります。 

もともとは仕事と生活全般ということであり、病気の治療に特化するものではありませんが、こ

ういうことも仕事と治療の両立支援につながる可能性を持っていると考えます。 

最後になりますが、在宅勤務の定着など働き方が変化してきた今こそ、労使双方で制度の理解浸
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透と活用方法などを周知することが必要であり、働く側が積極的に制度を活用することに繋がれば

良いと思っています。 

労使は医者ではないので治療や医療的なアドバイスはできませんが、「ここにいけばアドバイス

がある」「ここにいけばヒントが見つかるかもしれない」ということは、メッセージとして出してい

けると考えます。コロナ禍後の働き方に合わせてメッセージをどうやって出していくのかというこ

とが今後の展望、今後のテーマになると考えます。 

 

＜杉山氏＞ 

皆さん、ありがとうございました。単身赴任が無くなる、とはすごいです。短い時間でしたが皆

さんから色々なお話を聞かせていただきました。ありがとうございます。会場の皆さんはいかがで

したでしょうか。 

今日は 3名の方のお話を聞かせていただきましたが、もっと色々な職場の色々な取り組みのお話

を聞けたら良いと思います。今回は会社のお話でしたが、数人の会社や自営業の方、経営者の方、

学校、病院など特殊な業態の中での両立支援という話も出てきています。是非、色々なところで色々

な取り組みを皆さんで持ち寄って考えていけたら良いと思います。 

今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。 

 

 

＜司会＞ 

杉山先生、十倉様、桜井様、萩原様、本日は大変ありがとうございました。会場の皆さんの拍手

を持って改めてお礼に変えたいと思います。どうもありがとうございました。 

本日の杉山先生のお話とパネラーの方々のお話を聞いて、「治療と仕事の両立支援」を自分事も

含めましてより一層広めていきたいと思います。 

最後に連合北海道副事務局長 和田より本シンポジウムの閉会にあたりまして一言ご挨拶を申

し上げます。 

 

＜和田 英浩 副事務局長＞ 

皆さん、遅い時間まで本当にありがとうご

ざいました。これだけ多くの皆さんが集まっ

ての集会は久しいことです。心から感謝を申

し上げます。 

定年年齢が上がっていく時代に入っていく

中、先ほど杉山先生から「3人に一人は就労期

間中に罹患する」と言われました。すごく大事

な言葉だと思います。治療費や生活支援とを

考える機会になったと思います。今日は若い

方や女性の方もがたくさん参加されていま

す。今日からでも治療費や生活支援を考えていただきたいと思っています。高額医療費をはじめと

する傷病手当、障がい年金などの公の制度、自分で備えるための民の制度もあると思います。 
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先ほど思い出したことです。その方は既に他界されていますが、ブログの中で「傷病手当金があ

ってどれだけ助かったかわからない」という書き込みを思い出しました。まさに今できること、治

療する前に出来ることがたくさんあることを今日、改めて気付かせてもらいました。 

そして、職場での個人情報を守ることの難しさや、「心のグラフ」という話を杉山先生から話して

いただきましたが、メンタルヘルスケアについても併せて考えていかなければいけない、とても大

事な課題だと思います。職場での相談や個人情報を守るということは、まだ職場内において確立さ

れていません。これは労働組合としてもしっかり考えていかなければならないことでもあると思い

ます。もう 1つは、職場で相談をすることへの後ろめたさや、あるいは迷惑をかけている、という

感覚をどう考えていったら良いのかということについても非常に感銘を受けました。また、育児や

介護、治療も「お互い様」ということがとても大事なのではないでしょうか。特に「病気休暇」で

なくても、「育児休暇」でなくても、「お互い様休暇」に変えたらどうかと思っているくらい「お互

いのことを思いやる」、そんな感覚を私たち働く者は持っていなければならないのではないでしょ

うか。 

今日 NTT、北ガス、労働局の方にお話をいただきました。私がまとめる必要がないくらい極めて

レベルの高いシンポジウムで勉強になったと思います。北海道は、零細企業が多い地域であり、こ

れをどうやって実行していくかという、かなりハードルが高いことだと思います。これは 1つずつ

コツコツやっていかなければ変わっていかない、まさにそれを感じた一日でした。 

労働局の十倉さんが話していたように、様々な制度を作っていくために両立支援のためのサポー

ターやコーディネーターなど、医療団体と一緒になって取り組んでいくことが大事であり、連合北

海道に課せられた課題だと思います。地方ではそれができないという、先ほどの個人情報の話とあ

わせてまさに課題であると思います。これをしっかりと取り組んでいくことが重要だと思いました。 

最後に、今日は労働組合の団体だけではなく、企業団体の皆さんにも参加いただいています。色々

な審議会に協力をする立場の団体の方が多く来ていただいています。本当にありがとうございます。

また、福祉事業団体の方々にも参加いただいています。本当にありがとうございます。まさに職場

での「お互い様」といった考え方や、両立支援のためのコーディネーター・サポーターを作ってい

くためには片方だけではできません。労使一緒になって取り組んでいくことや、しっかりとお互い

に認め合って取り組んでいくこと、そんな契機になれば良いと感じました。杉山先生、ありがとう

ございました。萩原さん、桜井さん、十倉さん、心からお礼を申し上げます。今日のシンポジウム

が治療と仕事を考えるきっかけとなり、明日からそれをまとめていく契機になっていただければと

いうことを申し上げ、連合北海道を代表しての挨拶にかえさせていただきます。本日は誠にありが

とうございました。 

 

 

＜司会＞ 

本日は最後までご参加をいただきありがとうございました。 

今日のシンポジウムのまとめは、2～3 か月後くらいに報告書を作成して配布、HP などで公開を

していきたいと思っています。本日学んだことがそれぞれの職場や地域に持ち帰っていただき、病

気になっても働き続けられる社会の実現に向けて、病気休暇制度などの普及や活用の促進、支援の

在り方について見直す機会に繋がったらと考えております。 
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以上を持ちまして「治療と仕事の両立支援」シンポジウムを閉会させていただきます。本日は長

い時間ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（行政・経済団体、マスコミ、福祉団体、一般市民など約 270 人が参加した会場全体の風景） 

 
本シンポジウムのチラシ 

(実寸：A4サイズ) 
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【北海道産業保健総合支援センター リーフレットのご紹介】 
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